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「旭区ほか１区樹林地安全管理・育成業務委託」受託候補者特定に係る実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 「旭区ほか１区樹林地安全管理・育成業務委託」の受託候補者をプロポーザル方式

により特定する場合の手続き等については、横浜市委託に関するプロポーザル方式実施取

扱要綱（以下「実施要綱」という。）に定めがあるもののほか、必要な事項をこの実施要領

に定めるものとする。 

 

 （実施の公表） 

第２条 実施の公表にあたっては、実施要領、提案書作成要領、提案書評価基準及び業務説

明資料により、次の各号に掲げる事項について明示するものとする。 

(1) 当該事業の概要・基本計画等 

(2) プロポーザルの手続き 

(3) プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項 

(4) 評価委員会及び評価に関する事項 

(5) その他必要と認める事項 

 

 （提案書の内容） 

第３条 提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとし、様式などは、別に定

める。 

(1) 参加者の概要 

(2) 業務実施体制 

(3) 配置予定現場責任者・担当技術者の概要 

(4) 樹林地安全管理計画 

(5) 樹林地育成計画 

(6) その他の提案 

 

 （評価） 

第４条 プロポーザルを特定するための評価事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 業務体制 

(2) 業務実績 

(3) 業務実施方針の妥当性・実現性等 

(4) その他、当該業務に対する意欲等 

２ プロポーザルの評価にあたって、提案者にヒアリングを行うものとする。 

３ 第１次評価として書類選考を実施し、４者を選定する。ただし、第１次評価で１項目で

も最低の評価があった場合は、第２次評価には進めないものとする。 

４ 第２次評価としてヒアリングを実施する。 

５ 提案書の内容及びヒアリング結果を基に、当該業務に最も適した者を特定する。ただし、

同点の場合は、第１次評価、第２次評価とも評価委員会にて採択を行い、当該業務に最も

適した者を特定する。 

６ 特定、非特定に関わらず、各々の提案者の評価結果については、その提案者に通知する。 

  

（プロポーザル評価委員会） 

第５条 評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。 

(1) 評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認 

(2）提案書の評価 

(3) 評価の集計及び報告 
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(4) ヒアリング 

２ 委員に委員長及び副委員長を置き、次のとおりとする。 

委員長  環境創造局みどりアップ推進部長 

副委員長 環境創造局公園緑地部長 

委員   環境創造局みどりアップ推進課担当課長 

委員   環境創造局公園緑地維持課長 

委員   環境創造局南部公園緑地事務所長 

委員   環境創造局北部公園緑地事務所長 

３ 委員長に事故等があり、欠けたときには、副委員長がその職務を代理する。 

４ 評価委員会は、委員の５分の４以上の出席がなければ開くことができない。 

５ 委員長は、評価結果を環境創造局入札参加資格審査・指名業者選定委員会に報告するも

のとする。 

６ 評価委員会は非公開とする。 

 

（評価結果の審査） 

第６条 選定委員会は、評価委員会から評価結果の報告があったときは、選定委員会におい

て、次の事項について審査する。 

(1) 評価委員の採点が適正に行われたこと。 

(2) 評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。 

(3) 評価結果に関し、必須事項以外に公表する事項の選定 

(4) 特定、非特定結果通知書に記載する理由 

(5) その他必要な事項 

 

（提案資格確認の通知）  

第７条 選定されなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により選定されなかった理由の説

明を求めることができる。  

なお、書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、土曜・日曜・祭日を除く５日後の午

後５時までに参加意向申出書提出先まで提出しなければならない。  

２ 前項により説明を求められたときは、本市が書面を受領した日の翌日起算で、土曜・日曜・

祭日を除く５日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。 

  

（評価結果の通知）  

第８条 特定されなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により選定されなかった理由の説

明を求めることができる。  

なお、書面は、本市が通知を発送した日の翌日起算で、土曜・日曜・祭日を除く５日後の

午後５時までに提案書提出先まで提出しなければならない。  

２ 前項により説明を求められたときは、本市が書面を受領した日の翌日起算で、土曜・日曜・

祭日を除く５日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。  

 

   附 則 

 この要領は、令和５年 11 月１日から施行する。 
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	(１)予防的な安全管理の実施
	・横浜市内に残された樹林地の多くが住宅地や道路などに接することから、維持管理においては安全性の確保が最優先の事項となります。
	・樹林地としての安全性を確保するため、定期的な点検を樹林地の外周全体と園路際において厳格に行ってください。点検内容は、横浜市が契約後に示す『樹林地点検マニュアル』に従うこととしますが、より隣接住宅や道路の安全が確保されるような点検の実施方法について検討し、実践してください。（点検が実施しにくい箇所における専門機器・IT技術を活用した効率的な点検手法など、従来の維持管理業務と異なる視点での提案も積極的に行ってください。）
	・点検の結果に基づき、枯枝剪定、枯木伐採といった日常の管理作業を迅速に行ってください。また、隣接住宅や道路等の安全上のリスクを低減するため、過度に成長し倒木等の恐れのある樹木（過高木）の剪定・伐採（萌芽更新含む）を予防的かつ適切に行ってください。
	・本市の樹林地はがけを多く抱えているため、土砂災害を未然に防ぐためにがけ（法面）の調査・点検を詳細に行う必要があります。監督員と協議のうえ、法面調査対象箇所を決定し、法面形状・既存構造物等について調査を実施してください。調査結果をまとめた法面のカルテを作成し、安定性に関する評価を監督員と行ったうえで、その後の防災工事等を含めた現地対応に生かせる資料としてください。
	・以上のとおり、対象地の課題を洗い出したうえで、外周点検の具体的方法、点検に基づく危険樹木の予防的管理方法、法面調査結果を反映した維持管理方法について整理した樹林地外周部の安全管理計画を策定し、監督員の承認のうえ実行してください。本計画は、現地の状況の変化により随時更新することとします。
	(２)複数樹林地の包括的な管理
	・事故や気象災害が発生、あるいは発生が予測される場合に、即時に状況を把握して監督員と密に連絡をとりながら応急措置を講じることのできる管理体制を構築してください。大雨や台風後には、複数樹林地において被害が想定されることから、複数の班を編成して業務対象の樹林地の被害状況の把握や簡単な応急対応を行っていただきます。平常時から、業務対象の樹林地の状況を各班が把握してください。
	・災害時に監督員から緊急出動の指示を受けたときは、１時間程度を目安に現場に到達し、監督員等に状況を連絡するとともに、対応について協議してください。また、対象地において気象庁の発表する土砂災害警戒情報が出された場合は、監督員の指示を待たず点検を行ってください。点検のタイミングは、事前に監督員と協議してください。
	・複数年間同一業者が現地に入るメリットを生かして、近隣住民や利用者に積極的に声掛けを行って要望内容のフォロー等を行い、樹林地を身近に感じ保全についてのご理解をいただけるような、安全で良好な樹林地管理を行ってください。
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